
個 人 情 報 の 利 用 目 的

社 会 福 祉 法 人 美 徳 会 で は 、 個 人 情 報 保 護 法 及 び 利 用 者 の

権 利 と 尊 厳 を 守 り 安 全 管 理 に 配 慮 す る 「 個 人 情 報 に 関 す

る 基 本 方 針 」 の 下 、 こ こ に 利 用 者 の 個 人 情 報 の 「 利 用 目

的 」 を 公 表 し ま す 。

　

【 利 用 者 へ の 介 護 サ ー ビ ス の 提 供 に 必 要 な 利 用 目 的 】

１ ． 施 設 内 部 で の 利 用 目 的

　 ① 　 施 設 が 利 用 者 等 に 提 供 す る 介 護 サ ー ビ ス

　 ② 　 介 護 保 険 事 務

　 ③ 　 介 護 サ ー ビ ス の 利 用 に か か る 施 設 の 管 理 運 営 業 務

の う ち 次 の も の

・ 入 退 所 等 の 管 理

・ 会 計 、 経 理

・ 介 護 事 故 、 緊 急 時 等 の 報 告

・ 当 該 利 用 者 の 介 護 ・ 医 療 サ ー ビ ス の 向 上

２ ． 他 の 介 護 事 業 者 等 へ の 情 報 提 供 を 伴 う 利 用 目 的

1 施 設 が 利 用 者 等 に 提 供 す る 介 護 サ ー ビ ス の う ち

・ 利 用 者 に 居 宅 サ ー ビ ス を 提 供 す る 他 の 居 宅 サ

ー ビ ス 事 業 者 や 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 等 と の 連

携 （ サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 等 ） 、 照 会 へ の 回 答

・ そ の 他 の 業 務 委 託

・ 利 用 者 の 診 療 等 に 当 た り 、 外 部 の 医 師 の 意 見 ・

助 言 を 求 め る 場 合

・ 家 族 等 へ の 心 身 の 状 況 説 明

2 介 護 保 険 事 務 の う ち

・ 保 険 事 務 の 委 託 （ 一 部 委 託 含 む ）

・ 審 査 支 払 い 機 関 へ の レ セ プ ト の 提 出

・ 審 査 支 払 い 機 関 又 は 保 険 者 か ら の 照 会 へ の 回

答

　 ③ 　 損 害 賠 償 保 険 な ど に 係 る 保 険 会 社 等 へ の 相 談 又 は

届 出 等

【 上 記 以 外 の 利 用 目 的 】

１ ． 施 設 内 部 で の 利 用 に 係 る 利 用 目 的

① 　 施 設 の 管 理 運 営 業 務 の う ち 次 の も の

・ 介 護 サ ー ビ ス や 業 務 の 維 持 ・ 改 善 の 基 礎 資 料

・ 施 設 等 に お い て 行 わ れ る 学 生 等 の 実 習 へ の 協

力

・ 施 設 に お い て 行 わ れ る 事 例 研 究 等

２ ． 他 の 事 業 者 等 へ の 情 報 提 供 に 係 る 利 用 目 的

　 ① 　 施 設 の 管 理 運 営 業 務 の う ち

　 　 　 ・ 外 部 監 査 機 関 、 評 価 機 関 等 へ の 情 報 提 供

な お 、 あ ら か じ め 利 用 者 本 人 の 同 意 を 得 な い で 、 利 用 目

的 の 必 要 な 範 囲 を 超 え て 個 人 情 報 を 取 り 扱 う こ と は い た

し ま せ ん 。
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